
　東日本大震災に被災された被保険者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
　平成２３年７月１日から医療機関等の窓口での取扱いが下記のように変わります。
１　医療機関等での受診について


　◇  平成２３年７月１日から医療機関等において、保険診療等を受ける際には、従来どおり窓口での保険証（被保険者証）の提示が必要になりました。
　

　
２　医療機関等への一部負担金等の支払いについて


◇  平成２３年７月１日から医療機関等における窓口負担が免除となるためには、保険証に添えて免除証明書の提示が必要となりました。被災された方で、別紙の記載事項に該当する方は、『免除証明書』の申請をして下さい。

◇　一部負担金等の免除証明書の申請手続きについて

　　被災された方で、別紙の記載事項に該当し、免除証明書を必要とする方は、次の書類をお住まいの市町村担当窓口に提出してください。

①  東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除申請書　
②  被災したことを証明する書類（必要な書類は別紙のとおり）
③  被保険者証
※ 窓口で申請書等記入される場合は、印鑑をご持参ください。
◇　一部負担金等の還付手続きについて

　　免除証明書を交付される方で、一部負担金等をすでに支払われている方は、次の書類をお住まいの市町村担当窓口に提出してください。

①  東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等還付申請書　
②  医療機関等が発行した領収書など、支払った一部負担金等の金額が確認できる書類
③  被保険者証
④  免除証明書

　　    ※１ 窓口で申請書等記入される場合は、以下のものをご持参ください。


・印鑑
・被保険者本人の還付金を振込む口座内容のわかるもの

※２　被保険者本人以外の口座に振込みを行う場合は、委任状を提出してください。
◇　保険料について
　　　諸手続きの際に保険料減免の申請をいただき、広域連合で審査後、減免の決定をします。

　　被災状況などをお住まいの市町村担当窓口で申し出てください。
～ 東日本大震災に被災された被保険者の方へ ～























